
立川都市計画道路３・２・10号緑川通り線
および用途地域等の変更について

まちづくり部都市計画課

令和６年９月６日（金）
立川市都市計画審議会

案件説明
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１．都市計画変更予定箇所について

２．東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について

３．変更原案について

４．これまでの経過・今後のスケジュールについて

５.説明会等におけるご意見について
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国立市域

都市計画変更予定箇所について

［概要］
 起点：富士見町２丁目～終点：曙町３丁目（立３・１・３４～立３・３・３０）
 延長：約1,9１0ｍ
 幅員：１６ｍ～３０ｍ

昭和記念公園

立３・２・１０

立川駅起点

終点

変更予定箇所
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東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について

【 現 状 】

○都市計画道路を計画的、効率的に整備す
るため、概ね10年ごとに事業化計画を策
定し、優先整備路線の選定により整備を
推進する一方で、都市計画道路の必要性
を検証のうえ、適宜計画の見直しを実施

○人口減少・高齢化が進み、道路整備への
投資額について大幅な増加は見込めない

【 背 景 】

○優先整備路線の整備推進により「都市づ
くりのグランドデザイン」の目標時期であ
る2040年代には、都市計画道路ネット
ワークの約８割が完成

○一方で、優先整備路線に選定されなかっ
た残る約２割の都市計画道路は、事業着
手までに期間を要し、都市計画法による
建築制限が更に長期化

令和元年１１月 東京都・特別区・２６市２町
「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」
優先整備路線等を除く未着手の都市計画道路の検証

 基本方針の策定について

策定

3/12



東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について

 検討対象
必要性が確認された路線のうち、優先整備路線に選定されなかった路線（延長約535㎞）

 検証項目
① 概成道路における拡幅整備の有効性の検証 ← 立３・２・１０号線の一部が該当
② 交差部の交差方式等の検証
③ 計画重複等に関する検証
④ 地域的な道路に関する検証

図 本方針における検討対象

将来都市計画道路ネットワークの検証
〔未着手の都市計画道路について必要性を確認〕

必要性が確認された路線
必要性が確認さ
れなかった路線

優先整備路線の選定

「特別の事由」に
より検討を

必要とする路線

今後10年間で
優先的に整備
すべき路線

優先整備
路線

優先整備路線
として選定

しなかった路線

検討対象

計画内容
再検討路線

見直し
候補路線

新たに
検討する

都市計画道路

約535ｋｍ 約30ｋｍ 約5ｋｍ約２２６ｋｍ

図 本方針の検討フロー

必要に応じて、都市計画変更手続
※立３・４・１５の一部
平成31年廃止済
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東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について

 「概成道路における拡幅整備の有効性」の検証対象
都市計画道路(事業中または優先整備路線等を除く)のうち、概成道路となっている区間を対象
※概成道路…多摩地域においては、都市計画道路のうち現況幅員８ｍ以上が確保されている道

 検証方法
• 道路構造条例等を踏まえ、車道部及び歩道部について現道の評価幅員を設定
• 歩道部及び車道部それぞれの現道幅員がその評価幅員以上の場合「計画変更（現道合わせ）」

図 往復２車線道路の評価幅員の構成例（歩行者交通量が多くない場合）
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東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針について

概成区間
→現道幅員に合わせて変更

 検証結果
立３・２・10号線の概成区間（計画幅員２０ｍ・現道幅員15ｍ）
→評価幅員のとおり現道が整備されている
→拡幅整備の有効性が低いことから現道幅員に合わせて都市計画変更
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① 概成区間について現道合わせの幅員変更
（変更前）幅員20ｍ → （変更後）幅員１５ｍ

② 一部区間の車線数決定
立３・１・３４号線～立３・２・１１号線の区間 → 往復２車線

変更原案について（都市計画道路）

車線数を決定する区間

幅員変更区間
２０Ｍ→１５Ｍ

立３・２・１１

立３・２・１０
２車線

変更前の都市計画道路計画線
変更後の都市計画道路計画線
変更により都市計画道路の区域内から区域外となる箇所
変更により都市計画道路の区域外から区域内となる箇所

完成済 完成済
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変更原案について（用途地域等）

現在の用途地域（現在の計画線の位置から２０ｍ）

 立３・２・１０号線沿道の用途地域等（用途地域・高度地区・防火準防火地域・駐車場整備地区）は、立３・２・10号線
の「計画線から路線式２０ｍ」を境界根拠としている

 「用途地域等に関する指定方針及び指定基準」において、「都市計画道路の幅員縮小を行う場合、その変更に合
わせて用途地域を変更することを基本」としていることなどを踏まえ、用途地域等についても変更を行う

変更後の用途地域（現道の位置から２０ｍ）
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①

② ③
近商

３00

80

準防

３高

一住

２00

６0

準防

２高

商業

５00

80

防火

なし

変更後の用途地域等境界
→実線（変更後の都市計画道路）から20ｍ

変更原案について（用途地域等）

凡例

一住

２00

６0

準防

２高

上段：用途地域
中段：容積率
下段：建蔽率

上段：防火準防火
中段：高度地区

駐車場
整備地区

用途 建蔽率 容積率 用途 建蔽率 容積率

0.1 商業 80% 500% なし 防火 ○ 一住 60% 200% ２種 準防火 ×

0.0 商業 80% 500% なし 防火 ○ 近商 80% 300% ３種 準防火 ○

0.0 近商 80% 300% ３種 準防火 ○ 商業 80% 500% なし 防火 ○

防火
準防火

駐車場
整備地区

変更
箇所

面積
（ha）

変更前 変更後
用途地域 高度

地区
防火
準防火

駐車場
整備地区

用途地域 高度
地区

①

②

③

 変更箇所ごとの変更内容については下表のとおり
※各敷地における建蔽率・容積率が下表のとおりに増減するわけではなく、実際には、法律による様々な規定に基づ
き、前面道路の幅員など敷地ごとの状況を踏まえて算出
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 既存不適格となる建築物が６棟発生し、このうち5棟は建て替え後も同じ床面積の確保が可能だが、１棟は建て
替え後の床面積が現在より約２％（建築面積ベースで約１㎡）減少
→個々の敷地単位では地権者の方に対する一定の不利益が生じる

 一方、都市計画という観点からみると、沿道北側において商業地域から第一種住居地域に変更される区域が新
たに日影規制の対象となることから、後背地における日照等の改善・保全につながる

↓
都市マスにおける方針とも合致しており、総合的に勘案して今回の変更は都市計画として適切な対応であると判断

近商

３00

80

準防

３高

一住

２00

６0

準防

２高

商業

５00

80

防火

なし

変更後の用途地域等境界
→実線（変更後の都市計画道路）から20ｍ

現在の用途地域等境界
→点線（現在の都市計画道路）から20ｍ

変更原案について（用途地域等）
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これまでの経過・今後のスケジュールについて

素
案
説
明
会

11月15日
11月１9日

立
川
市
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
再
報
告

9月４日

→R４年度 →R５年度

立
川
市
都
市
計
画
審
議
会
（案
説
）

都
市
計
画
変
更
・告
示

意
見
書
の
提
出
（法
16
条
）

都
市
計
画
原
案
の
縦
覧
・公
告

東
京
都
知
事
協
議
（法
19
条
）

意
見
書
の
提
出
（法
17
条
）

都
市
計
画
案
の
縦
覧
・
公
告

都
市
計
画
審
議
会
（諮
問
）

都市計画法に基づく手続き

→R６年度

立
川
市
都
市
計
画
審
議
会
へ
の
報
告

12月22日 現在
1０月1日～
1０月２３日

１１月上旬～
１２月下旬

1月中旬～
下旬

２月ごろ 3月
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説明会等におけるご意見について

 用途地域等の変更による資産価値への影響に関するご意見

• 既存不適格建築物という扱いになることで、新たに購入する方のローンが通らずに買い手がつかなくなり、資産
価値の下落に繋がるのではないか？

→金融機関にヒアリングのうえ以下のとおり回答
• ローンの利用については、利用者の返済能力の有無が大きな要素となり、担保に入れる物件の価値だけを
もって融資の判断をするわけではないので、 担保となる物件が既存不適格建築物だからといって一律に利
用不可となることはない（金融機関ヒアリング済）

• 今回の変更内容が極端に制限を強めるものではなく、建て替え後も同じ床面積は確保出来ることも踏まえれ
ば、鑑定評価額を下げるほどの影響はない

 都市計画道路の変更に関するご意見

• 「概成道路における拡幅整備の有効性の検証」において行った歩行者交通量調査の結果は？

→歩行者交通量調査の結果は、3,933人/12時間となっている

• 歩行者交通量について、調査時点に比べ人口も増加していることから、再調査すべきではないか？現時点で再
調査すれば、歩行者が多い場合の基準値(4,000人/１２時間)を上回るのではないか。歩道幅員が狭いと感じて
おり、都市計画道路の幅員を縮小するべきではない。

→以下のとおり回答
• 第四次事業化計画や在り方基本方針の策定経過を踏まえ、再調査を行う予定はない
• 歩道幅員については、地区計画制度や道路空間の再編など、都市計画道路の整備によらず歩道空間を確保す
ることも考えられる

12/12


